
○余市町個人情報保護法施行細則 

令和５年３月２４日 

規則第１６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５

０７号。以下「令」という。）及び余市町個人情報保護法施行条例（令和５年余

市町条例第６号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（写しの作成及び交付に要する費用） 

第２条 条例第３条第２項に規定する写しの作成及び送付に関する費用の額は、次

に掲げるとおりとし、前納しなければならない。 

区分 金額 

庁舎に備えてある

複写機による複写 

モノクロ A３判まで １枚につき １０円 

A３判を超えA０判まで １枚につき ７０円 

カラー A３判まで １枚につき ５０円 

外部の業者に委託して複写する場合 当該複写に要した額 

録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複写に要した額 

送付に要する費用 当該送付に要する郵

送料等の額 

２ 文書の両面に印刷された文書、図画等については、片面を１枚として算定する。 

（文書の様式及び種類） 

第３条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保

護委員会規則第３号）並びに条例の施行のために必要な文書の様式は、別に定め

るもののほか、次の表に掲げるところによるものとする 

区分 様式名 根拠規定 

１ 個人情報ファイル簿（第１号様式） 法第７５条 

２ 保有個人情報開示請求書（第２号様式） 法第７７条第１項 

３ 保有個人情報開示決定通知書（第３号様式） 条第８２条第１項 

４ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書（第４

号様式） 

法第８７条第３項 

５ 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

（第５号様式） 

法第８２条第２項 

６ 保有個人情報開示決定等期限延長通知書（第６ 法第８３条第２項 



号様式） 

７ 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

（第７号様式） 

法第８４条 

８ 他の実施機関への開示請求事案移送書（第８号

様式） 

法第８５条第１項 

９ 開示請求者への開示請求事案移送通知書（第９

号様式） 

法第８５条第１項 

１０ 第三者意見照会書（法第８６条第１項適用）（第

１０号様式） 

法第８６条第１項 

１１ 第三者意見照会書（法第８６条第２項適用）（第

１１号様式） 

法第８６条第２項 

１２ 保有個人情報の開示決定等に関する意見書（第

１２号様式） 

法第８６条 

１３ 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者へ

の通知書（第１３号様式） 

法第８６条第３項 

１４ 保有個人情報訂正請求書（第１４号様式） 法第９１条第１項 

１５ 保有個人情報訂正決定通知書（第１５号様式） 法第９３条第１項 

１６ 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

（第１６号様式） 

法第９３条第２項 

１７ 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書（第１

７号様式） 

法第９４条第２項 

１８ 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

（第１８号様式） 

法第９５条 

１９ 他の実施機関への訂正請求事案移送書（第１９

号様式） 

法第９６条第１項 

２０ 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書（第２

０号様式） 

法第９６条第１項 

２１ 保有個人情報提供先への訂正決定通知書（第２

１号様式） 

法第９７条 

２２ 保有個人情報利用停止請求書（第２２号様式） 法第９９条第１項 

２３ 保有個人情報利用停止決定通知書（第２３号様

式） 

法第１０１条第１項 

２４ 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知

書（第２４号様式） 

法第１０１条第２項 



２５ 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

（第２５号様式） 

法第１０２条第２項 

２６ 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知

書（第２６号様式） 

法第１０３条 

２７ 委任状（個人情報に係る開示請求用）（第２７

号様式） 

令第２２条第３項 

２８ 委任状（特定個人情報に係る開示請求用）（第

２８号様式） 

令第２２条第３項 

２９ 委任状（訂正請求用）（第２９号様式） 令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

３０ 委任状（特定個人情報に係る訂正請求用）（第

３０号様式） 

令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

３１ 委任状（利用停止請求用（第３１号様式） 令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

３２ 委任状（特定個人情報に係る利用停止請求用）

（第３２号様式） 

令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

３３ 諮問書（開示決定等）（第３３号様式） 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

３４ 諮問書（訂正決定等）（第３４号様式） 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

３５ 諮問書（利用停止決定等）（第３５号様式） 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

３６ 諮問書（開示請求・訂正請求・利用停止請求に

係る不作為）（第３６号様式） 

法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

３７ 諮問をした旨の通知書（第３７号様式） 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第２項 

附 則 

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第５１条の規定に限る。）



の施行の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式 

第２号様式 

第３号様式 

第４号様式 

第５号様式 

第６号様式 

第７号様式 

第８号様式 

第９号様式 

第１０号様式 

第１１号様式 

第１２号様式 

第１３号様式 

第１４号様式 

第１５号様式 

第１６号様式 

第１７号様式 

第１８号様式 

第１９号様式 

第２０号様式 

第２１号様式 

第２２号様式 

第２３号様式 

第２４号様式 

第２５号様式 

第２６号様式 

第２７号様式 

第２８号様式 

第２９号様式 

第３０号様式 

第３１号様式 

第３２号様式 

第３３号様式 

第３４号様式 

第３５号様式 



第３６号様式 

第３７号様式 

 


